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国
の
法
改
正
を
受
け
、
一
部
高
齢
者
の
医
療
費
負
担
、
出
産
育
児
一
時
金
の
支
給
額
の
改
正
案
が
提
出
さ

れ
、
賛
成
多
数
（
賛
成
14
名
）
で
可
決
し
ま
し
た
。
な
お
、
こ
の
議
案
に
対
し
、
大
坪
議
員
か
ら
反
対
討
論

が
あ
り
ま
し
た
。
各
議
員
の
賛
否
は
11
ペ
ー
ジ
に
記
載

医療費の自己負担、
　　　　　　２割から３割へ

　国民健康保険法の改正により、１０月より７０歳以上で課税所得が１４５万

円以上ある方の医療費負担を２割から３割に引き上げるものです。

　７０歳以上の方が２人以上の世帯で、５２０万円以上収入のある方が対象

となります。

出
産
育
児
一
時
金
、

33
万
円
か
ら
35
万
円
へ

　

出
産
育
児
一
時
金
を
33
万
円
か
ら
35
万
円
に
増
額
す
る
も
の
で

す
。

離乳食講習会（保健センター）

教
育
委
員
会

　
　
　
委
員
任
命
に
同
意

　

教
育
委
員
会
委
員
に
吉
野 

ゆ
か
り
氏
（
箱

根
ケ
崎
）
を
任
命
す
る
こ
と
に
同
意
し
ま
し

た
。
小
野 

小
夜
子
氏
の
任
期
満
了
に
よ
る

も
の
で
す
。

固
定
資
産
評
価
審
査

　

 　

  

委
員
選
任
に
同
意

　

固
定
資
産
評
価
審
査
委
員
に
関
谷
博
明 

氏
（
高
根
）
を
選
任
す
る
こ
と
に
同
意
し
ま

し
た
。
古
谷 

亮
氏
の
任
期
満
了
に
よ
る
も

の
で
す
。

武
蔵
野
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

　
セ
ン
タ
ー
条
例
を
改
正

　
　

新
た
に
「
元
狭
山
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン

タ
ー
」（
第
三
小
学
校
北
側
）
が11

月
下

旬
よ
り
開
設
さ
れ
る
こ
と
に
伴
い
条
例
を
改

正
す
る
も
の
で
す
。

吉野ゆかり氏

 

●  

瑞
穂
町
廃
棄
物
の
処
理
及
び

 

再
利
用
の
促
進
に
関
す
る
条

例
の
見
直
し
を
求
め
る
陳
情

　

審
査
結
果
‥
不
採
択

 

● 

「
み
ず
ほ
議
会
だ
よ
り
」
の

　

廃
止
を
求
め
る
陳
情

 
 

審
査
結
果
‥
不
採
択

 

● 

本
会
議
、
各
委
員
会
の
廃
止 

を
求
め
る
陳
情

　

審
査
結
果
‥
参
考
配
布

 

● 

中
国
に
お
け
る
法
輪
功
学
習

 

者
の
臓
器
摘
出
の
実
態
調
査

を
求
め
る
陳
情
書

　

審
査
結
果
‥
参
考
配
布

陳
情
審
査
の
結
果

請
願
審
査

　

上
限
金
利
の
引
き
下
げ
等

に
よ
り
、
中
小
零
細
事
業
者
・

消
費
者
等
の
健
全
な
生
活
を

守
り
、
多
重
債
務
問
題
を
根

絶
す
る
た
め
、「
出
資
の
受
入

れ
、
預
り
金
及
び
金
利
等
の

取
締
り
に
関
す
る
法
律
」
及

び
「
貸
金
業
の
規
制
等
に
関

す
る
法
律
」
の
改
正
を
求
め

る
請
願

　

請
願
紹
介
議
員  

尾
作
武
夫

審
査
結
果
‥
採
択

国
民
健
康
保
険
条
例
の
改
正
を
可
決

上
限
金
利
の
引
き
下
げ

　
　

国
へ
意
見
書
を
提
出

　

請
願
を
採
択
し
た
こ
と
に
よ
り
、
議
員
か
ら
国
に
意
見

書
を
提
出
す
る
議
案
を
産
業
建
設
常
任
委
員
が
提
出
。
全

会
一
致
で
可
決
し
ま
し
た
。

出資法及び貸金業規制法の
　　　改正に関する意見書（抜粋）

提出議員：島　　英之
賛同議員：高橋　征夫　　近藤　　浩
　　　　　竹嶋　久雄　　上野　　勝
　　　　　青山　　晋

　瑞穂町議会は、国会及び政府に対し、法改正にあたり次の事項を実現す
るよう強く要請する。

１　出資法第５条の上限金利を少額短期貸付などの例外を設けることなく
　　一律に利息制限法第１条の制限金利まで引き下げること。
２　貸金業規制法第４３条のいわゆる「みなし弁済」規定を撤廃すること。
３　出資法における日賦貸金業者及び電話担保金融に対する特例金利を廃
　　止すること。
４　保証料名下での出資法及び利息制限法の脱法を禁止すること。　　

管渠布設工事契約
　　　（元狭山地区）を可決

雨水幹線布設工事契約
　　　（殿ケ谷地区）を可決

　元狭山工業地区の汚水排除を良好にするため、

汚水管を布設するものです。

　雨水排除を良好にするため、雨水幹線を布設す

るものです。

管渠布設工事請負契約
契約方法　　指名競争入札
契約金額　　５，５１０万４，０００円
　　　　　　（落札率９０．９％）
契約相手　　瑞穂協和建設工業（株）（石畑）
工　　期　　平成１９年３月２３日

殿ケ谷３号雨水幹線布設工事請負契約
契約方法　　指名競争入札
契約金額　　６，４０５万円
　　　　　　（落札率８８．２％）
契約相手　　（株）鴻池組立川営業所（立川市）
工　　期　　平成１９年３月２３日


